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富士小学校基本計画策定支援業務 

仕様書 

 

 

１．業務の目的                                   
 

  一宮市では、2023（令和 5）年から「シン学校プロジェクト」を始動した。「シン学校

プロジェクト」は、少子化が進み児童生徒数が減少する中で、単に古くなった校舎を順番

に建て替えていくのではなく、市民・地域からの意見を吸い上げ、新しい時代にふさわし

い学校の在り方について考えていくものである。2024（令和 6）年４月には、「シン学校

プロジェクト」の候補校の募集を開始し、市民・地域からの提案を踏まえ、2024（令和 6）

年 8 月に富士小学校を対象校とすることを公表した。 

本業務では、市民・地域参加型のワークショップや庁内検討を実施し、一宮市富士小学

校基本計画の策定を行うことを目的とする。 

 

２．業務の前提条件                                   
 

本業務では、全面建替を前提条件として、複合化する施設やその配置について検討を行

う。 

市民・地域からの提案書の概要は以下の通りである。本業務実施にあたり市民・地域か

らの提案内容は基本とするが、採否については本市と十分に協議の上決定をすること。 

・富士小学校敷地における公民館、児童クラブとの複合化 

 

３．対象施設     （所在地）                               
 

  ＜富士小学校＞  （一宮市富士 2 丁目 5－14） 

  北舎 

・延べ床面積 2,479 ㎡ 

・建築年  

北舎西 1958（昭和 33）年 

北舎東 1958（昭和 33）年 

南舎 

・延べ床面積 2,255 ㎡ 

  ・築年数  

南舎西 1960（昭和 35）年 

南舎東 1961（昭和 36）年 

   

上記以外の施設については、市民・地域参加型のワークショップや庁内検討を踏まえて 

条件を定める。 
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４．業務内容                                    
 

（１）ワークショップ運営支援 

  業務期間中、市は、４回のワークショップ（対象校として選定した学校について応募し

た個人・団体などが参加）を開催するため、以下のとおり、運営支援を行うこと。なお、

会場については市が確保する。 
 

➢ 各回の議題の市への提案 

➢ 参加者への事前案内等の準備 

➢ 当日の配布資料の作成 

➢ 当日の司会・進行など運営全般（市は原則として同席するのみ） 

➢ 各回のワークショップの様子が分かる資料及び議事録の作成 

 

（２）基本計画策定支援 

  以下の検討を進め、適宜、ワークショップでの議論の材料として提示するとともに、ワ

ークショップで得られた意見を適宜、以下の検討に反映させること。 
 

１）前提条件及び課題の整理 

   敷地を現況確認の上、関係法令、建築技術、その他の観点から、前提条件及び課題を

整理する。 
 

 ２）類似施設の調査・分析 

   他都市における先進的な事例を調査分析により整理する。 
 

３）コンセプトの検討 

   シン学校プロジェクト基本方針、その他、市が示す資料等や、ワークショップでの意

見をふまえ、富士小学校整備のコンセプトを検討する。 
 

 ４）建築計画の検討 

   建築計画を検討し、以下のものを作成する。 

➢ ブロックプラン（建物のボリュームと配置計画等） 

➢ 機能図（用途上必要な諸機能の把握と各々の繋がり、機能図に基づく概略平面

及び断面の検討） 

➢ 平面計画（各諸室の機能と大きさ及び各々の位置関係、平面動線の確認等） 

➢ 断面計画（階高・天井高の確認及び各諸室の機能と縦の位置関係・繋がり等） 

➢ 仮設校舎の計画、解体工事の計画（児童生徒、工事車両の動線等） 

➢ イメージパース 
 

 ５）構造計画の検討 

   安全性能や耐久性能等を考慮した構造計画を検討する。 
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 ６）設備計画の検討 

   公共施設としての環境・省エネルギー性、信頼性及び安全性、維持管理の省力化及び

経済性、災害時における機能継続性等を考慮した設備計画を検討する。 
 

 ７）概算整備費の算定 

   上記の検討をふまえ、概算整備費を算定する。また、活用可能性のある補助金等につ

いても整理し、補助金等の必要書類の作成補助、資料提供を行う。 

   ＜概算整備費の内容＞ 

    ①概算基本・実施設計業務委託費 

    ②概算工事費（仮設校舎、既存建物解体、新築、改修各工事費） 

※ 他事例等から㎡単価を設定し、想定規模（㎡数）を乗じるといった簡易な算

出で構わない。 

    ③概算工事監理業務委託費 

    ※①～③については 2025（令和 7）年 7 月 31 日（木）までに提出すること。 
  

 ８）概略スケジュールの検討 

   供用開始までの概略スケジュールを検討する。 
 

９）管理運営案の作成 

   他の公共施設と複合化する場合の管理運営方式について、先進事例等の資料提供を

行うとともに、管理運営案を作成し、基本計画に反映すること。 
 

10）基本計画の説明会の実施 

  基本計画の説明会を 1 回以上実施すること。説明会では、施設整備のコンセプト、諸

室の機能や仕様を説明するとともに、ワークショップの意見がどのように反映された

かがわかるよう配慮すること。   
 

 

（３）市との打合せ、報告 

  業務期間中、月に１回程度は市との打合せを行い、進捗を報告すること。業務を遂行す

るに当たっては、施設所管部署及び運営実務者等と協議を行い、検討を深めること。 

 

  また、中間報告を 2025（令和７）年３月 31 日（月）に、最終報告を 2025（令和 7） 

年 9 月 26 日（金）に行うこと。 

 

 

５．業務期間                                   
 

  契約日の翌日～2025（令和 7）年 9 月 30 日（火） 
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６．成果物                                    
 

・業務計画書（業務着手後すみやかに提出すること） 

・基本計画書（A4 版フルカラー100 ページ以内）50 部 

・基本計画書概要版（A4 版フルカラー10 ページ以内）50 部 

・ワークショップ関係資料（事前案内、当日配布資料、議事録）１部 

・市との打合せ関係資料（打合せ資料、議事要旨）１部 

・その他、本業務において作成した資料１部 

・上記電子データ一式を収めた記録媒体（メディア形式は契約後の協議による） 


